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東京高裁判決

陸
山
会
事
件

指
定
弁
護
士
の
控
訴
棄
却

資
金
管
理
団
体
「
陸
山
会
」
の
土
地
購
入
を
め
ぐ
り
、
政
治
資
金
規

正
法
違
反
罪
で
強
制
起
訴
さ
れ
た
元
民
主
党
代
表
で
「
国
民
の
生
活
が

第
一
」
代
表
の
小
沢
一
郎
被
告
（

）
の
控
訴
審
判
決
で
、
東
京
高
裁

（
小
川
正
持
裁
判
長
）
は

日
、
無
罪
と
し
た
一
審
東
京
地
裁
判
決
を

支
持
、
検
察
官
役
の
指
定
弁
護
士
の
控
訴
を
棄
却
し
た
。
東
京
高
裁
は

「
一
審
判
決
の
無
罪
は
正
当
。
争
点
に
対
す
る
判
断
も
一
部
を
除
き
お

お
む
ね
肯
定
で
き
る
」
と
述
べ
た
。

検
察
審
査
会
の
議
決
を
受

け
た
起
訴
で
の
二
審
判
決
は

初
め
て

指
定
弁
護
士
が
新

た
に
申
請
し
た
証
拠
は
全
て

不
採
用
と
な
り

高
裁
が
一

審
と
同
じ
証
拠
で

違
法
性

の
認
識

を
ど
う
判
断
す
る

か
が
焦
点
だ
っ
た

４
月
の
東
京
地
裁
判
決

は
、
石
川
知
裕
衆
院
議
員

（

）
ら
元
秘
書
が
、
小
沢

代
表
か
ら
土
地
購
入
の
た
め

提
供
さ
れ
た
４
億
円
を
収
支

報
告
書
に
記
載
せ
ず
、
土
地

代
金
の
計
上
を
翌
年
に
先
送

り
し
た
こ
と
が
「
虚
偽
の
記

入
」
に
当
た
る
と
認
定
。
小

沢
代
表
も
こ
の
方
針
に
つ
い

て
報
告
を
受
け
、
了
承
し
て

い
た
と
認
め
た
。

そ
の
上
で
、
小
沢
代
表
が

石
川
議
員
か
ら
土
地
購
入
の

具
体
的
な
経
緯
を
説
明
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
た
め
、
４
億

円
記
載
の
必
要
性
を
認
識
せ

ず
、
計
上
の
先
送
り
も
適
法

と
考
え
て
い
た
可
能
性
が
あ

る
、
と
し
て
違
法
性
の
認
識

を
否
定
。
共
謀
は
な
く
無
罪

だ
と
結
論
付
け
た
。

指
定
弁
護
士
は
「
重
大
な

問
題
で
元
秘
書
が
詳
細
を
知

ら
せ
な
い
は
ず
は
な
く
、
小

沢
代
表
が
違
法
と
認
識
し
て

い
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
」
と

一
審
判
決
の
事
実
誤
認
を
主

張
し
て
い
た
。
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